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◆一方、地域の実践では、多様なつながりや参加の機会
の創出により、「第４の縁」が生まれている例がみられる

日本社会や国民生活の変化（前提の共有）

○人口減少が本格化し、あらゆる分野で地域社会の担い
手が減少しており、地域の持続そのものへの懸念

○高齢者、障害者、生活困窮者などは、社会とのつながり
や社会参加の機会に十分恵まれていない

〈共同体機能の脆弱化〉〈共同体機能の脆弱化〉

○高齢化による地域の支え合いの力の一層の低下、未婚
化の進行など家族機能が低下

○経済情勢の変化やグローバル化により、いわゆる日本型
雇用慣行が大きく変化

血縁、地縁、社縁という、日本の社会保障制度の基礎
となってきた「共同体」の機能の脆弱化

⇒制度・分野ごとの「縦割り」や「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超えて、地域や一人ひとりの
人生の多様性を前提とし、人と人、人と社会がつながり支え合う取組が生まれやすいような環境を整える
新たなアプローチが求められている。

◆一方、地域の実践では、福祉の領域を超えて、農業や産
業、住民自治などの様々な資源とつながることで、多様な
社会参加と地域の持続の両方を目指す試みがみられる

２

○日本の福祉制度は、１９８０年代後半以降、高齢者介護を起点に発展し、介護保険制度の後、障害福祉、児童福祉など各
分野において相談支援の充実など、高齢者介護分野に類似する形で制度化

○属性別・対象者のリスク別の制度となり専門性は高まったものの、８０５０問題のような世帯内の複合的なニーズや個々人
のライフステージの変化に柔軟に対応できないといった課題が表出

＜人口減による担い手の不足＞＜人口減による担い手の不足＞

日本の福祉制度の変遷



○ 障害者・生活困窮者が薪割りの活動に参加。

○ この活動がきっかけとなり、薪ストーブの開発や薪木の販売事業、
木くずを使った着火剤の製造へと活動が発展し、生活困窮者も参加。

【取組内容】

○ 地域資源を生かして地域課題の解決を目指す取組の中で、里山保全・生活困窮者の就労の場の確
保、地域経済の活性化をセットで実現。

市の概要
人口：115,252人
高齢化率：24.7％
保護率：6.5‰
産業構造：
1次産業 4.4％
2次産業 39.3％
3次産業 51.0％

平成２６年の「協働のまちづくり条例」施行を契機に、ヒト・モノ・カネ
が地域で回る仕組みをつくり、食・エネルギー・ケアの自給圏を創造
する「地域資源を生かした地域完結型のまちづくり」が本格化。
「どのような地域にしたいか」を考えながら地域の姿を創造していく中
で、地域経済が循環する仕組みを構築し、いくつものプロジェクトが
誕生。

→その一つとして、里山整備を起点に障害者・生活困窮者の就労の場の
創出と、薪生産・関連製造業が生まれた。

【地域課題】

○ 里山の木を切り出し薪にする人
手不足により、枯れた木々が放
置されるようになった。

○ この結果、鳥獣被害が深刻化。

薪木の販売木くずを活用した着火材等の製造

販売
薪割り里山保全

地域経済
の活性化

環境改善

多様な参
加する場、
働く場

地域の実践例：「地域循環型まちづくり」（滋賀県東近江市）
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すべての人の生活の基盤としての地域すべての人の生活の基盤としての地域

すべての社会・経済活動の基盤としての地域すべての社会・経済活動の基盤としての地域

交通産業農林 環境

支え・支えられる関係の循環
～誰もが役割と生きがいを持つ社会の醸成～

◇社会経済の担い手輩出
◇地域資源の有効活用、
雇用創出等による経済
価値の創出

地域における人と資源の循環
～地域社会の持続的発展の実現～

◆制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な
主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、
住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会

◇居場所づくり
◇社会とのつながり
◇多様性を尊重し包摂
する地域文化

◇生きがいづくり
◇安心感ある暮らし
◇健康づくり、介護予防
◇ワークライフバランス

◇就労や社会参加の場
や機会の提供

◇多様な主体による、
暮らしへの支援への参画

地域共生社会とは
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● 人びとの暮らしや地域のあり方が多様化している中、地域に生きる一人ひとりが尊重され、多様な経路
で社会とつながり参画することで、その生きる力や可能性を最大限に発揮できる「地域共生社会」の実現
を目指す。
● 2040年には、人口減少・少子高齢化がさらに進展し、単身世帯が4割、就職氷河期世代の高齢化等の状
況にも直面。地縁・血縁による助け合い機能が低下する中、従来のタテワリの制度では複合化・複雑化し
た生活課題への対応が困難となる。このため、①丸ごと相談（断らない相談）の実現、②地域共生に資す
る取組の促進、③高齢者も障害者も利用できるサービスの推進について検討を行う。

8050問題など、世帯の複合的なニーズやライフステージの変
化に柔軟に対応できるよう、新たな制度の創設を含め、包括
的な支援体制の構築に向けた方策を検討（制度別に設けら
れている各種支援の一体的実施）

・「断らない」相談支援
・多様で継続的な「出口支援」（社会参加・就労支援、居住支援など）
・地域における伴走体制の確保

丸ごと相談（断らない相談）の実現Ⅰ

高齢者も障害者も利用できるサービスの推進
・介護分野・障害分野の実態を踏まえた社会参加や就労的活動を
含むサービス・支援

高齢者も障害者も利用できるサービスの推進Ⅲ

地域住民をはじめとする多様な主体がつながり、活動する
地域共生の取組の促進

・地域活動が生じるプラットフォームの形成・展開の支援等
・民間からの資金調達の促進
・NPO、社会福祉法人等の多様な主体による事業の促進
・地方創生施策、住宅セーフティネット制度との更なる連携や農福連
携の一層の推進など他省庁との連携策を促進

地域共生に資する取組の促進Ⅱ

※あわせて、就職氷河期世代等への支援の強化を検討
・生活困窮者への就労準備支援事業等の全対象自治体での実施の促進
・地域におけるひきこもり支援の強化

地域共生・地域の支え合いの実現に向けて
令和元年５月29日 「第２回2040年を展望した
社会保障・働き方改革本部」 提出資料

（一部抜粋）
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○地域における重層的なセーフティネットを確保していく観点から、住民をはじめ多様な主体の参画による地域共生に資する地
域活動を普及・促進。
○地域共生に資する地域活動の多様性を踏まえ、住民などの自主性や創意工夫が最大限活かされるよう、画一的な基準は設
けず、各主体に対し積極的な活動への参画を促す方策など環境整備を推進。

地域における伴走体制の確保（多様な担い手の参画による地域共生に資する地域活動の普及促進）

２．考えられる政策の粗いイメージ

１．概要

プラットフォーム（※1）

自治体

NPO、社会福祉法人等 福祉関係事業者

住民

・地域共生に資する活動の普及（プラットフォーム
の形成・展開の支援等）
・交付金による後押し など

・民間からの資金調達の促進
（例）ふるさと納税、SIB、共同募金、社会的インパクト評価
の推進、「再分配法人」（※２）の仕組みの応用 など

・地域づくりコーディネーターの配置の支援
・地域住民等による活動を促進するための、
介護保険制度上の工夫の検討

・NPO、社会福祉法人などの多様な主体
による地域共生に資する事業の促進

※１「プラットフォーム」･･･分野・領域を超えた地域づくりの
担い手が出会い、更なる展開が生まれる“場”

地域共生に資する地域活動

等の地域における見守り 等）

地域共生に資する地域活動
（例 地域食堂、空き家を活用した
世代間交流の拠点、認知症高齢者
等の地域における見守り 等）

※２「再分配法人」･･･地域の関係者の合意の下、地域で生み出
される多様な財源を地域全体を見渡せる法人に集約し、幅広いまち
づくり活動に再分配（助成等）する枠組み（国土交通省がガイド
ラインを作成し推進）

・有償ボランティアの促進

参画・寄附

参画

財政支援・職員派遣

参画

地方創生施策、住宅セーフティネット制度との更なる連携や農福連携の一層の推進など他省庁との連携
施策についても検討・調整 ６



福祉サイドからのアプローチ まちづくり・地域創生サイドからのアプローチ
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• 個別支援から派生する社会資源の創出、仕組
み・工夫の考案の促進

• 居場所づくり、生きがいづくり
• 多様な社会参加、社会とのつながりづくり

• 多分野・多世代がつながるまちづくり

• 社会参加の場の充実（担い手不足を
きっかけとする）

• 共通の興味・関心から生じるつながり
• 住みよい地域をつくる

人
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ら
し
を
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心
に
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え
た

ま
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出会い・学びの
“プラットフォーム”

多様な主体による地域活動の展開における出会い・学びのプラットフォーム

地域の実践をみると、「自らの地域で活躍したい」や「地域を元気にしたい」といった自己実現や地域活性化に向け
た願いのもと始まったまちづくり活動が、地域の様々な主体との交わりを深め、学ぶ中で、福祉（他者の幸せ）への
まなざしを得ていくダイナミズムがみえてきた。
そして福祉分野の個別支援をきっかけとする地域づくりの実践に関しては、個人を地域につなげるための地域づくり
から、地域における課題へ一般化し、地域住民を中心とした地域づくりに開いていくことで持続性を得ていく過程が
見られている。
一見質の異なる活動同士も、活動が変化する中で“個人”や“くらし”が関心の中心となった時に、活動同士が出会い、お
互いから学び、多様な化学反応を起こす。そこから生まれた新たな活動が地域の新たな個性となり、地方創生につな
がることもある。
このような化学反応はさまざまな実践においてみられており、今後の政策の視点として、地域において多様な主体が
出会い学びあう「プラットフォーム」をいかに作り出すか、という検討を行っていくことが求められている。
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